
（府省名：文部科学省）

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称

所在地
契約の相手方の商号又は名

称
住所

原子力損害賠償紛争解決センター
第一東京事務所の清掃管理業務
一式

大臣官房会計課長
義本　博司

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年8月3日
サンブリヂビルテクノ株式会
社

東京都港区西新
橋二丁目２３番１
号

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

原子力損害賠償紛争解決センター第一東京事務所については，平成２４年７月３１日付けで東
洋海事工業株式会社と第８東洋海事ビルの賃貸借契約を締結しているが，当該賃貸借契約に
おいては，賃借の対象に係る清掃管理について，当該ビル指定の業者と契約することとなって
おり，当該指定業者であるサンブリヂビルテクノ株式会社以外に契約可能な相手方はいない
ため。

6,457,896 6,457,896 100.00% -
賃貸借契約において、賃借の対象に係る清掃管理につ
いて、当該ビル指定の業者と契約することとなっており、
当該指定業者以外に契約可能な相手方はいないため。

その他

在外教育施設派遣教員在勤シス
テム及び在外教育施設派遣教員
旅
費執行事務管理システムの改修
一式

大臣官房会計課長
義本　博司

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年8月10日
財団法人日本システム開発
研究所

東京都新宿区富
久町１６番５号

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

本システムは、財団法人日本システム開発研究所が著作権を有するパッケージソフト「出張旅
費システム」に、所要の機能追加・機能拡張を行うなどして開発したものである。そのため、本
システムの改修を実施できる者は、「出張旅費システム」の著作権を有する日本システム開発
研究所の他には存在せず、競争を許さないことから会計法２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号に該当するため。

1,300,000 1,300,000 100.00% -

本システムは、財団法人日本システム開発研究所が著
作権を有するパッケージソフト「出張旅費システム」に、
所要の機能追加・機能拡張を行うなどして開発したもの
である。そのため、本システムの改修を実施できる者
は、「出張旅費システム」の著作権を有する日本システ
ム開発研究所の他には存在せず、競争を許さないこと
から会計法２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号に該当するため。

その他

放射線モニタリングデータ統合シ
ステムの改修業務（編集・表示機
能の拡充）　一式

大臣官房会計課長
義本　博司

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年8月24日 富士通株式会社
神奈川県川崎市
中原区上小田中
四丁目１番１号

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

本件は，平成２３年１１月２１日付けで一般競争入札公告（官報公示）により平成２３年１２月８
日付けで富士通株式会社と契約を締結し，平成２４年３月３１日に納入，平成２４年４月１日よ
り同社のデータセンターにおいて稼動・運用されている「放射線モニタリングデータ統合システ
ム」を改修し，新たな機能を追加するものである。  今回，新たに追加する機能は，個々のモニ
タリングポストの状況を管理できるよう，データベースに拡張性を持たせ，備考欄の表示等を追
加するなど，既に構築・運用されている既存システムのデータベース内のデータを解析し，処理
する必要があり，既存システムの根幹となるプログラムを直接改修することが要求されるた
め，既存システムが稼動している富士通株式会社データセンター内での改修作業が必要とな
る。  しかしながら，同社データセンター内には，情報セキュリティの観点から，同社内関係者の
限られた者しか入室できないため，今回の改修業務についても同社内関係者しか行い得な
い。　以上のことから，本件業務を行い得る相手方は富士通株式会社をおいて他にないため，
会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号に基づき随意契約す
るものである。

3,990,000 3,990,000 100.00% -

既存システムの根幹となるプログラムを直接改修するこ
とが要求されるため，既存システムが稼動している富士
通株式会社データセンター内での改修作業が必要とな
る。  しかしながら，同社データセンター内には，情報セ
キュリティの観点から，同社内関係者の限られた者しか
入室できないため，改修業務についても同社内関係者
しか行い得ない。　以上のことから，本件業務を行い得
る相手方は富士通株式会社をおいて他にないため。

その他

原子力損害賠償紛争解決センター
第一東京事務所の賃貸借　一式

大臣官房会計課長
高橋　道和

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年7月31日 東洋海事工業株式会社
東京都港区西新
橋二丁目２３番１
号

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

本件は、不動産仲介業者を通じ虎ノ門・新橋・内幸町・日比谷エリアで、空室となっている大規
模オフィス物件をリストアップして比較検討したところ、文部科学省が求める仕様を満たし、か
つ賃料が低廉である第８東洋海事ビルを選定した。
この第８東洋海事ビルについては、東洋海事工業株式会社が所有しており、賃貸借契約の相
手方としては、東洋海事工業株式会社以外に存在せず、競争を許さないことから会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

168,731,356 168,731,356 100.00% -

本件は、不動産仲介業者を通じ虎ノ門・新橋・内幸町・
日比谷エリアで、空室となっている大規模オフィス物件を
リストアップして比較検討したところ、文部科学省が求め
る仕様を満たし、かつ賃料が低廉である「第８東洋海事
ビル」を選定した。この第８東洋海事ビルについては、東
洋海事工業株式会社が所有しており、賃貸借契約の相
手方としては、東洋海事工業株式会社以外に存在しな
いため。

その他

平成２４年度就学義務猶予免除者
に対する教科書の供給契約

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年7月31日
一般社団法人　全国教科書
供給協会　会長　吉田　豊

東京都江東区千
石１－９ｰ２８

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

就学義務猶予免除者に対する教科書の給与については、各都道府県に所在する特約供給所
が行っており、これらの特約供給所が本契約に関する一切の権限を委任している社団法人全
国教科書供給協会のほか、契約の相手方は他に存在せず、競争を許さないことから会計法２
９条の３第４項に該当するため。

- 3,536,489 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用図書
（点字版）

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年8月14日
社会福祉法人　東京点字出
版所　理事長　肥後　正幸

東京都三鷹市下
連雀３－３２－１０

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 9,276,624 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用図書
（点字版）

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年8月14日
社会福祉法人　日本ライトハ
ウス　理事長　木塚　康弘

大阪市鶴見区今
津中２丁目４番３
７号

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 6,084,221 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用図書
（点字版）

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年8月14日
社会福祉法人　東京ヘレン・
ケラー協会　理事長　三浦
拓也

東京都新宿区大
久保３－１４－２０

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 6,882,704 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用図書
（点字版）

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年8月14日
社会福祉法人　視覚障害者
支援総合センター　理事長
高橋　実

東京都杉並区上
荻２－３７－１０
Keiビル

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 3,578,611 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用図書
（点字版）

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年8月14日
社会福祉法人　日本点字図
書館　理事長　田中　徹二

東京都新宿区高
田馬場１丁目２３
番４号

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 1,571,850 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用特定図
書等

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
一般社団法人　全国教科書
供給協会 会長 吉田　豊

東京都江東区千
石１－９－２８

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 2,798,865 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用特定図
書等

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
東京書籍株式会社 取締役
社長 川畑　慈範

東京都北区堀船
２－１７－１

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 11,247,831 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成25年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

随意契約によらざるを得ない事由

随意契約に
よらざるを得
ない場合とし
た財務大臣
通知上の根

拠区分

契約の相手方の商号又は名称及び住所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文

随意契約によることとした理由 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

契約名称及び内容

契約担当官等の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約締結日 備考
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平成２４年度後期用教科用特定図
書等

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
大日本図書株式会社 取締
役社長 波田野　健

東京都文京区大
塚３－１１－６

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 3,141,950 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用特定図
書等

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
学校図書株式会社 代表取
締役社長 奈良　　威

東京都北区東十
条３－１０－３６

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 6,617,418 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用特定図
書等

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
教育出版株式会社 代表取
締役 小林　一光

東京都千代田区
神田神保町２－１
０

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 5,962,005 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用特定図
書等

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
光村図書出版株式会社 代
表取締役社長 常田　　寛

東京都品川区上
大崎２－１９－９

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 9,729,017 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用特定図
書等

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
株式会社　新興出版社啓林
館 代表取締役 佐藤　徹哉

大阪市天王寺区
大道４－３－２５

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 2,779,803 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用特定図
書等

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
日本文教出版株式会社 代
表取締役社長 佐々木　秀樹

大阪市住吉区南
住吉４－７－５

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 5,608,900 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用図書
（一般図書）

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日

社会福祉法人　日本ライトハ
ウス
情報文化センター 館長 竹
下　亘

大阪府大阪市西
区江戸堀１丁目１
３番２号

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 2,226,000 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用図書
（一般図書）

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
一般社団法人全国教科書供
給協会 会長 吉田　豊

東京都江東区千
石一丁目９番２８
号

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 3,441,283 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用図書
（一般図書）

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
東京書籍株式会社 取締役
社長 川畑　慈範

東京都北区堀船
２丁目１７番１号

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 14,429,352 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用図書
（一般図書）

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
大日本図書株式会社 取締
役社長 波田野　健

東京都文京区大
塚三丁目１１番６
号

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 2,658,190 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用図書
（一般図書）

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
開隆堂出版株式会社 取締
役社長 大熊　隆晴

東京都文京区向
丘１丁目１３番１
号

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 1,199,422 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用図書
（一般図書）

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
学校図書株式会社代表 取
締役社長 奈良　威

東京都北区東十
条三丁目１０番３
６号

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 5,696,680 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用図書
（一般図書）

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
教育出版株式会社代表 取
締役 小林　一光

東京都千代田区
神田神保町２丁
目１０番地

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 4,537,155 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用図書
（一般図書）

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
光村図書出版株式会社 代
表取締役 社長常田　寛

東京都品川区上
大崎２丁目１９番
９号

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 8,121,122 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用図書
（一般図書）

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
株式会社　新興出版社啓林
館 代表取締役 佐藤　徹哉

大阪府大阪市天
王寺区大道四丁
目３番２５号

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 2,846,903 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

平成２４年度後期用教科用図書
（一般図書）

初等中等教育局長
布村　幸彦

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年9月3日
日本文教出版株式会社 代
表取締役社長 佐々木　秀樹

大阪府大阪市住
吉区南住吉４丁
目７番５号

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

教育委員会等が採択した当該教科用図書を発行できる相手方は他に存在せず、競争を許さな
いことから会計法第２９条の３第４項に該当するため。

- 7,732,275 - -
義務教育諸学校等の教科書を購入するものであるた
め。

その他

吸収冷暖房機チューブ漏れ検査・
復旧作業　一式

国立教育政策研究
所
総務部長
笠井　俊秀

東京都千代田区
霞が関３－２－２

平成24年7月12日
三菱重工冷熱システム株式
会社

東京都千代田区
神田北乗物町1-1

契約の性質又は目的が競
争を許さない場合（会計法
第２９条の３第４項）

作業対象となる吸収冷暖房機が三菱重工冷熱システム株式会社製であり、検査・復旧するに
あたり、発生する交換部品を所有しているのが三菱重工冷熱システム株式会社しかいないた
め、競争を許さないことから会計法２９条の３第４項に該当するため。

- 3,480,750 - -

作業対象となる吸収冷暖房機が三菱重工冷熱システム
株式会社製であり、検査・復旧するにあたり、発生する
交換部品を所有しているのが三菱重工冷熱システム株
式会社しかいないため、競争を許さないことから会計法
２９条の３第４項に該当するため。

その他
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